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「パートナーシップ構築宣言」 
 

 当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を

進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣

言します。 

 

１． サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携 

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける（「Tier N」から「Tier N+1」へ）ことによ

り、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等

を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や

働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入や BCP（事業継続計画）策定の助言等の支援も

進めます。 
 
（個別項目） 

・健康増進対策の実施とノウハウの提供を行います。 

 
 

２． 「振興基準」の遵守 

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵

守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組

みます。 

  

① 価格決定方法 

  不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申

入れがあった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益

を含むよう、十分に協議します。取引対価の決定を含め契約に当たっては、親事業者は契約条件

の書面等による明示・交付を行います。また、発注内容が曖昧な契約とならないよう、下請事業

者と十分に 協議を行った上で、発注内容、納期、価格、付随費用、支払手段、支払期日等の契

約条件について、書面等 （電子メールその他の電磁的記録を含む）による明示及びその交 付を

徹底する。対価の決定の方法の改善 ⑴ 取引対価は、合理的な算定方式に基づき、下請事業者の

適正な利益を含 み、下請事業者における賃金の引上げ、労働時間の短縮等の労働条件の改 善が

可能となるよう、親事業者及び下請事業者が十分に協議して決定する ものとする。 親事業者

は、以下に掲げる行為を始めとする、客観的な経済合理性又は 十分な協議手続を欠く協議を行

わないものとする。 〔取引対価の協議に関する望ましくない事例〕 ① 目標価格又は価格帯の

みを提示して、それと辻褄の合う内容の見積 り又は提案を要請すること。 ② 過度に詳細な見

積りを要請し、それを下請事業者が十分に作成でき ないことを理由として、協議を拒むこと。 
③ もともと転注するつもりがないにもかかわらず、競合する他の事業 者への転注を示唆して殊

更に危機感を与えることにより、事実上、協議 をすることなく、親事業者が意図する取引対価

を下請事業者に押し付 けること。  ④ 競合する他の事業者が取引対価の見直しの要請をしてい

ないこと、 親事業者の納入先が取引対価の見直しを認めないこと等を理由として、 協議を拒む

こと。 ⑵ 親事業者及び下請事業者は、毎年９月及び３月の「価格交渉促進月間」の 機会を捉

える等により、少なくとも年に１回以上の協議を行うものとする。 親事業者は、発注の都度、
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協議を行うものとするほか、継続的な発注につい て下請事業者からの申出があったときは、定

期的な協議に応じるものとす る。さらに、労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが上

昇した場合 又は発注内容を変更した場合であって、下請事業者からの申出があったと きは、定

期的な協議以外の時期であっても、遅滞なく協議に応じるものと する。 ⑶ 親事業者は、業

種、地域等に応じた一般的な賃金の引上げ水準を十分に 考慮しつつ、下請事業者との間の取引

対価を決定するものとする。その際、 できる限り、自社における賃金の引上げ率に見劣りしな

い水準の賃金の引 上げが下請事業者においても実現できるような取引対価の決定に努めるも の
とする。特に、最低賃金（家内労働法（昭和 45 年法律第 60 号）に規定する 最低工賃を含む。）

の引上げ、人手不足への対処等、外的要因により下請事 業者の労務費の上昇があった場合に

は、その影響を十分に踏まえて取引対 価を決定するものとする。 ⑷ 建設、大型機器の製造そ

の他における見積り及び発注から納品までの期 間が長期にわたる取引においては、親事業者

は、前払い比率及び期中払い 比率をできる限り高めるよう努めるものとする。また、これらの

取引にお いて、期中に労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが上昇した場合 であっ

て、下請事業者からの申出があったときは、親事業者は、期中の価格 変更にできる限り柔軟に

応じるものとする。 ⑸ 親事業者は、⑴から⑷までに掲げるもののほか、品質又は性能、仕様の

変 更、発注数量又は納入頻度の多寡（量産時と量産期間終了後の変化を含む。）、 納期の長短、

代金の支払方法、諸経費（運送費、保管費、電子受発注又は電 子的な決済等に係るコスト、環

境対応コスト等）、市価の動向等の要素を考 慮して、取引対価を決定するものとする。 ⑹ 親事

業者は、以下に掲げる行為を始めとする、客観的な経済合理性又は 十分な協議手続を欠く原価

低減要請（原価低減を求める見積り又は提案の 提出要請を含む。以下同じ。）を行わないものと

する。また、親事業者及び 下請事業者双方が協力して行った原価低減活動の効果を取引対価に

反映す る場合には、当該効果に対する双方の寄与度を踏まえ、合理的に取引対価 を設定するも

のとする。 〔原価低減要請に関する望ましくない事例〕 ① 具体的な根拠を明確化せず、又は

目標数値のみを提示して、原価低 減要請を行うこと。 ② 原価低減要請に応じることが発注継

続の前提であることを示唆して、 事実上、原価低減を押し付けること。 ③ 口頭で削減幅等を

示唆した上で、下請事業者から見積書の提出を求 めること等、書面等の記録を残さずに原価低

減要請を行うこと。 〔取引対価への反映に関する望ましくない事例〕  ① コスト削減効果を十

分に確認せず、取引対価の低減を押し付けるこ と。 ② 下請事業者の努力によるコスト削減効

果を、一方的に取引対価の低 減に反映すること。 ⑺ 親事業者及び下請事業者双方は、それぞ

れ取引対価の協議の記録を保存 するものとする。 ⑻ 親事業者は、下請代金支払遅延等防止法

に関する運用基準（平成 15 年公 正取引委員会事務総長通達第 18 号。以下「下請法運用基準」

という。）に違 反事例として掲げられている「一律一定率の単価引下げによる買いたたき」、 
「合理性のない定期的な原価低減要請による買いたたき」、「下請代金を据 え置くことによる買

いたたき」等の、下請代金支払遅延等防止法（昭和 31 年 法律第 120 号。以下「下請法」とい

う。）で禁止する買いたたきを行わないこ とを徹底する。 その際、特に、以下のような方法で

取引対価を決定することは、下請法上 の買いたたきに該当するおそれがあることに留意するも

のとする。 ① 労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストの上昇分の取引価格へ の反映の

必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議するこ となく、従来どおりに取引価格

を据え置くこと。 ② 労務費、原材料費、エネルギー価格等のコストが上昇したため、下請事 
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業者が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理 由を書面等で下請事業

者に回答することなく、従来どおりに取引価格を 据え置くこと。 
 

③手形などの支払条件 

  下請代金は可能な限り現金で支払います。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負

担とせず、また、支払サイトを 60日以内とするよう努めます。 
 

④知的財産・ノウハウ 

  知的財産取引に関するガイドラインや契約書のひな形に基づいて取引を行い、片務的な秘密保

持契約の締結、取引上の立場を利用したノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めませ

ん。 
 

⑤働き方改革等に伴うしわ寄せ 

  取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短

納期発注や急な仕様変更を行いません。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的な負担

を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮します。 
 

３．その他（任意記載） 

令和 4年 9月 20日 

       一般社団法人日本 FX教育機構   代表理事  野口健幸                    

企 業 名          役職・氏名（代表権を有する者） 

（備考） 

 ・本宣言は、（公財）全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトに掲載されます。 

 ・主務大臣から「振興基準」に基づき指導又は助言が行われた場合など、本宣言が履行されていないと認められ

る場合には、本宣言の掲載が取りやめになることがあります。 


